
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年 
 

 

上尾市教育委員会４月定例会 

 議案資料 

議案資料 



 

 

 

目  次 

 

 

議案第２８号 関係資料 （上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則の制定について） 

◇新旧対照表 -------------------------------------------------------------------------- １ 

 

 

議案第２９号 関係資料 （上尾市文化財保護審議会臨時委員の委嘱について） 

◇「文化財保護審議会臨時委員」関係法令 ------------------------------------------------ ４ 

 

 

議案第３０号 関係資料 （教育長が臨時に代理して処置した事項の承認について） 

◇「教育長の臨時代理」関係法令 -------------------------------------------------------- ５ 

◇「産業医」関係法令 ------------------------------------------------------------------ ６ 

 

 



 

 

 

◇上尾市立小・中学校職員服務規程 新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

（服務の宣誓） 
第５条 新たに職員となった者は赴任後、７日以内に学校職員の服務の宣誓に関す
る条例（昭和３０年上尾市条例第２４号）の定めるところにより、服務の宣誓を
しなければならない。 

（服務の宣誓） 
第５条 職員は赴任後、７日以内に条例の定めるところにより、服務の宣誓をしな
ければならない。 

（休暇） 
第１０条   ≪同右≫ 

（休暇） 
第１０条 職員が、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年埼玉県条

例第２８号。以下「条例」という。）第１３条に規定する年次休暇又は学校職員
の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年埼玉県教育委員会規則第９号。以下
「勤務時間等規則」という。）第１２条第１項第１号本文に規定する休暇（以下
「産前産後の休暇」という。）を受けようとするときは、年次休暇については第
２号様式による年次休暇簿、産前産後の休暇については第２号様式の２による休
暇届をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それ
ぞれ届け出なければならない。 

２ 職員が、条例第１４条に規定する病気休暇又は条例第１５条に規定する特別休
暇（産前産後の休暇を除く。）を受けようとするときは、第２号様式の３による
休暇願をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、そ
れぞれ願い出なければならない。ただし、勤務校内において全血献血をするため
勤務時間等規則第１２条第１項第２１号に規定する休暇を受けようとするとき
は、口頭により願い出ることができる。 

２ 職員が、条例第１４条に規定する病気休暇又は条例第１５条に規定する特別休
暇（産前産後の休暇を除く。）を受けようとするときは、第２号様式の２の２に
よる休暇願をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、
それぞれ願い出なければならない。ただし、勤務校内において全血献血をするた
め勤務時間等規則第１２条第１項第２１号に規定する休暇を受けようとすると
きは、口頭により願い出ることができる。 

３ 職員が、条例及び勤務時間等規則の規定に基づき、病気休暇を受けようとする
ときは、病気休暇簿（第２号様式の４）をもって、校長にあっては教育長に、そ
の他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。 

３ 職員が、引き続き７日以上にわたり、条例第１４条に規定する病気休暇を受け
ようとするときは、前項の規定による願い出の際、医師の診断書を添えなければ
ならない。 

４ 職員が、次に掲げる病気休暇の承認を受けようとするときは、前項の規定によ
る願出の際、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類
を添えなければならない。 
(1) 連続する８日以上の期間の病気休暇（当該期間における週休日、時間外勤務
代休時間全指定日（勤務時間等規則第１０条第１項に規定する時間外勤務代休
時間全指定日をいう。）、学校職員の休日及び学校職員の休日の代休日以外の日
（以下この項において「要勤務日」という。）の日数が３日以下であるものを除
く。） 

(2) 請求に係る病気休暇の期間の初日前１月間における病気休暇を使用した日
（要勤務日に病気休暇を使用した日に限る。）の日数が通算して５日以上である
場合における当該請求に係る病気休暇 
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－２－ 

改 正 後 改 正 前 

５   ≪同右≫ ４ 職員が、勤務時間等規則第１２条第１項第２号又は第３号に規定する休暇を受
けようとするときは、第２項の規定による願い出の際、母子健康手帳を提示しな
ければならない。 

６ 職員が、勤務時間等規則第１２条第１項第８号に規定する休暇を受けようとす
るときは、第２項の規定による願い出の際、第２号様式の５による要介護者の状
態等申出書を添えなければならない。 

５ 職員が、勤務時間等規則第１２条第１項第８号に規定する休暇を受けようとす
るときは、第２項の規定による願い出の際、第２号様式の２の３による要介護者
の状態等申出書を添えなければならない。 

７ 職員が、勤務時間等規則第１２条第１項第２４号に規定する休暇を受けようと
するときは、第２項の規定による願い出の際、第２号様式の６によるボランティ
ア活動計画書を添えなければならない。 

６ 職員が、勤務時間等規則第１２条第１項第２４号に規定する休暇を受けようと
するときは、第２項の規定による願い出の際、第２号様式の３によるボランティ
ア活動計画書を添えなければならない。 

８  ≪同右≫ ７ 職員が、条例第１６条に規定する組合休暇を受けようとするときは、第３号様
式による休暇願をもって校長に願い出なければならない。 

９  ≪同右≫ ８ 職員が、条例第１７条に規定する介護休暇を受けようとするときは、第３号様
式の２による介護休暇簿をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあ
っては校長に、それぞれ願い出なければならない。 

（修学部分休業の承認申請） 
第１７条の７ 職員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２６条の２

第１項の規定により修学部分休業の承認の申請をしようとするときは、原則とし
て当該修学部分休業をしようとする期間の始まる日の１月前までに、修学部分休
業承認申請書（第７号様式の１０）を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 教育委員会は、修学部分休業の承認の申請をした職員に対し、当該申請の内容
を確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。 

 

（修学状況変更届） 
第１７条の８ 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業に係る教育施設

の課程を退学し、又は休学したときは、遅滞なく、修学状況変更届（第７号様式
の１１）を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 前条第２項の規定は、前項に規定する届出について準用する。 

 

（修学部分休業取消申請書） 
第１７条の９ 修学部分休業をしている職員は、現に承認を受けている修学部分休

業の期間の一部について取消しを申請しようとするときは、あらかじめ修学部分
休業取消申請書（第７号様式の１２）を教育委員会に提出しなければならない。 

 

（自己啓発等休業の承認申請） 
第１７条の１０ 職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例（平成２３年埼玉県

条例第１０号。以下この条及び次条において「自己啓発等休業条例」という。）
第２条の規定により自己啓発等休業の承認の申請をしようとするときは原則と

 



 

 

改 正 後 改 正 前 

して当該自己啓発等休業をしようとする期間の始まる日の１月前までに、自己啓
発等休業条例第７条第１項の規定により自己啓発等休業の期間の延長の申請を
しようとするときは原則として現に承認を受けている自己啓発等休業の期間の
満了する日の１月前までに、自己啓発等休業承認申請書（第７号様式の１３）を
教育委員会に提出しなければならない。 

２ 教育委員会は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対し、当該申請の内
容を確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。 

（自己啓発等休業状況報告書） 
第１７条の１１ 職員は、自己啓発等休業条例第９条第１項の規定により大学等課

程の履修又は国際貢献活動の状況について報告しようとするときは、自己啓発等
休業状況報告書（第７号様式の１４）を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 前条第２項の規定は、前項に規定する報告について準用する。 

 

（専従許可） 
第２２条 職員は、登録を受けた職員団体の役員として当該職員団体の業務にもっ

ぱら従事するため、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５条の２第１
項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、第１１号様式による専従
許可願を教育委員会に提出しなければならない。 

２  ≪同右≫ 

（専従許可） 
第２２条 職員は、登録を受けた職員団体の役員として当該職員団体の業務にもっ
ぱら従事するため、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５条の２第１
項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、第１１号様式による専従
許可願を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 前項の許可を受けた職員は、地方公務員法第５５条の２第４項に規定する事由
が生じた場合は、その旨を速やかに書面で教育委員会及び埼玉県教育委員会に届
け出なければならない。 
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◇「文化財保護審議会臨時委員」関係法令 

●文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号） 

（地方文化財保護審議会）  

第百九十条 都道府県及び市町村の教育委員会に、条例の定めるところにより、地方文化財保護審議会

を置くことができる。  

２ 地方文化財保護審議会は、都道府県又は市町村の教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活

用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して当該都道府県又は市町村の教

育委員会に建議する。  

３ 地方文化財保護審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。 

 

 

 

●上尾市文化財保護条例（平成１８年上尾市条例第８号） 

第５章 上尾市文化財保護審議会 

（設置） 

第２４条 法第１９０条の規定に基づき、教育委員会に上尾市文化財保護審議会（以下「審議会」とい

う。）を置く。 

（審議会への諮問） 

第２５条 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。 

(1) 市指定文化財の指定及びその指定の解除 

(2) 市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除 

(3) 前２号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関し必要と認める事項 

２ 前項の規定にかかわらず、第８条第３項又は第６項の規定に該当するときは、審議会への諮問を要

しない。 

（組織） 

第２６条 審議会は、１０人以内の委員で組織する。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を

置くことができる。 

（委員） 

第２７条 委員及び臨時委員は、文化財に関し専門的学識を有する者のうちから、教育委員会が委嘱す

る。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは、退任するものとする。 

（委員長） 

第２８条 審議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会議を総理し、審議会を代表する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第２９条 審議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによ

る。  
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◇「教育長の臨時代理」関係法令 

 

●地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号） 

（事務の委任等）  

第二十六条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教

育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。  

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。  

一 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。  

二 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。  

三 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。  

四 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関

すること。  

五 次条の規定による点検及び評価に関すること。  

六 第二十九条に規定する意見の申出に関すること。  

３ 教育長は、第一項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局の職員

若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員（以下この項及び次条第一項におい

て「事務局職員等」という。）に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。 

 

●上尾市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則 
（平成２２年上尾市教育委員会規則第４号） 

（臨時代理） 

第４条 法第１３条第２項ただし書の場合においてなお教育委員会の会議を開くことができないとき又

は教育委員会の会議の議決により決裁しなければならない事項について、特に緊急を要するため会議

を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、教育長は、当該決裁すべき事項に

ついて臨時に代理することができる。 

２ 前項の規定による処置については、教育長は、次の会議において、これを教育委員会に報告し、そ

の承認を求めなければならない。 
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◇「産業医」関係法令 

 

●労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号） 

（産業医等） 

第十三条 事業者は、政令（※１）で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令（※２）で定めるところにより、

医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項（以

下「労働者の健康管理等」という。）を行わせなければならない。 

２ 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令（※２）で定

める要件を備えた者でなければならない。 

３ 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康

管理等について必要な勧告をすることができる。 

４ 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。 

 

（※１）●労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号） 

（産業医を選任すべき事業場） 

第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場

とする。 

 

（※２）●労働安全衛生規則（昭和四十七年九月三十日労働省令第三十二号） 

（産業医の選任）  

第十三条  法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければな

らない。  

一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。  

二 ≪省略≫ 

三 ≪省略≫ 

２ 第二条第二項の規定は、産業医について準用する（※３）。ただし、学校保健安全法（昭和三十三年法

律第五十六号）第二十三条の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校において産業医

の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。  

３ 第八条の規定は、産業医について準用する（※３）この場合において、同条中「前条第一項」とあるの

は、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。 

（※３）準用することとされている規定 

（総括安全衛生管理者の選任）  

第二条 法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべ

き事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。  

２ 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該

事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。 

（衛生管理者の選任の特例）  

第八条 事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由

がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。 



 議案第３０号 関係資料（教育長が臨時に代理して処置した事項の承認について） 

－７－ 

（産業医及び産業歯科医の職務等）  

第十四条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必

要とするものとする。  

一 健康診断及び面接指導等（法第六十六条の八第一項に規定する面接指導（以下「面接指導」とい

う。）及び法第六十六条の九に規定する必要な措置をいう。）の実施並びにこれらの結果に基づく労

働者の健康を保持するための措置に関すること。  

二 作業環境の維持管理に関すること。  

三 作業の管理に関すること。  

四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。  

五 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。  

六 衛生教育に関すること。  

七 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。  

２ 法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。  

一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等（以下「労働者の健康管理等」という。）を行う

のに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者（法人に限る。）が

行うものを修了した者  

二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の

大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大

学が行う実習を履修したもの  

三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの  

四 学校教育法 による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師（常時勤

務する者に限る。）の職にあり、又はあつた者  

五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者  

３ 産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理

者に対して指導し、若しくは助言することができる。  

４ 事業者は、産業医が法第十三条第三項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指

導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないように

しなければならない。  

５ ≪省略≫  

６ ≪省略≫ 

 

●上尾市立学校職員衛生管理規程（平成１９年上尾市教育委員会教育長訓令第１号） 

（産業医） 

第６条 法第１３条の規定に基づき、職員が５０人以上勤務する学校に産業医を置く。 

２ 産業医は、上尾市教育委員会が委嘱する。 

３ 産業医は、労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２号）第１４条第１項各号に掲げる事項の

うち、医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。 

 


